


住宅を活用して民泊を営む場合、宿泊室の床面積や家主（住宅宿泊事業者等）の

居住の有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途が判定されます。

判定された用途によって、必要となる消防用設備等が異なります。 ー·|'-湖■＇_1I- 一贔も一

［一戸建て住宅で民泊を行う場合］

人を宿泊させる間、当該住宅に

家主が不在となるか一=p· 
宿泊室の床面積の合計

--
一一
※右ペ ー ジ ※右ペ ー ジ 一 般住宅の欄へ
宿泊施設((5)項イ）の欄へ

宿泊施設((5)項イ） 一般住宅
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②民泊を行う住戸が存する建物の「棟」の用途

9割以上の 9割未満の 全ての住戸が

住戸が(5)項イ 住戸が(5)項イ 一般住宅扱い

消防法令上の用途は、消防法施行令

別表第1で定められています。

•宿泊施設であれば(5)項イ

・共同住宅等であれば(5)項D

・複合用途防火対象物であれば（16)項イ

となります。

［ 共同住宅で民泊を行う場合 ｀ 

「住戸」の用途を元に「棟」の用途が決まります。
」

①民泊を行う「住戸」の用途

人を宿泊させる間、当該住戸に

家主が不在となるか一
呵ー呵ー
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下表は、消防法で求められる主な対応を整理したものです。既に設置されている消防用設備等については重複して設置する

必要はありませんが、建物の規模や形状等によっては、他の対応が求められる場合や各自治体による条例等が定められてい

る場合もあるので、詳細は建物の管轄消防署に確認する必要があります。

※右ペ ー ジ
宿泊施設
((5)項イ）の欄へ

＝〒
宿泊室の床面積の合計

※右ペ ー ジ
複合用途
((16)項イ）の欄へ

※右ペ ー ジ
共同住宅
(IS)項口）の欄へ

※宿泊室の面積とは、民泊を営む 住宅における「宿泊者の就寝の用に供する室」の床面積の合計をいいます。
※家主の居住／不在の判断は、一戸 建て住宅の場合は棟（建物 ）単位、共同住宅等の場合は住戸単位 で行います。

※ 関係通知
「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて（通知 ）」（平成29年10月27日付け消防予第330号）
「住宅宿泊事業法等に係る執務資料の送付について（通知 ）」（平成 30年1月 9日付け消防予第2号 ）

※消防法令上の用途の取扱いについては、予め管轄消防署 に確認してください。ま た、上記の取扱いは、住宅宿泊事業法に基づく民
泊のほか、住宅において宿泊施設を営むものについて適用されることがあります。そ の際、必要に応じて消防署等に関係資料の提
出を求められることがあります。

同左
同左 （①については、(5)項イ及び口のそれぞれの

面積で判断 ）

・延べ面積300111未満のもの((5)項イ部分
のみ）（＊1)延べ面積500ポ以上の 全てのもの（＊1) ・延べ面積300m以上のもの((5)項イ部分もの等 が全体の10％以下の場合は (5)項イ部分
のみ）（＊2)等

寝室等に 自動火災報知設備があれば 自動火災報知設備があれば不要設置 不要

全てのもの(*3)地階・無窓階・11階以上の階 全てのもの

璽'’
• 11階以上のもの（中4) • 11階以上のもの(*4)11階以上の階 ・延べ面積6ooom以上の • (5)項イ部分が3000ボ以上のもの等

もの等

点検が年2回 点検が年2回 同左
毅告が3 年に1回 報告が年1回

口
建物全体の収容人員が 建物全体の収容人員が 同左
50人以上のもの 30人以上のもの

l層躙
ロ 高さ31mを超えるのもの 全てのもの •高さ31mを超えるもの

• (5)項イ部分

※ 1 　延べ面積300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備（下記参照）の設置が可能です。

※

※

※

　なお、建物の状況によっては、廊下等の共用部で警報音が発せられるように感知器の設置を指導される場合があります。（※２も同様)

２　建物の延べ面積が300㎡以上500㎡未満の場合であって、民泊部分の合計が300㎡未満の場合は、特定小規模施設用自動火災報知

     設備（下記参照）の設置が可能です。

３　消防法施行規則第28条の２第１項第４号の２及び同条第２項第３号の２に規定する区画を有する場合は、原則として、10階以下の民　

　　泊が存する階以外の階の誘導灯が免除されます。

４　消防法施行規則第13条第１項第１号の２（⑸項イの場合は同条第２項）に規定する区画を有する場合は、原則として、10階以下のスプ

リンクラー設備が免除されます。
 

注） してください。上記以外の詳細な内容については消防庁ホ
.jp/neuter/topics/fieldlist
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火災を感知して別の部屋に知らせます
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「特定小規模施設用自動火災報知設備」とは
通常の自動火災報知設備のように受信機（本体 ）、感知器（センサー ）、音響装置（ベル）等を
設置して配線で接続する方式のほか、次の特長を有する無線式の連動型警報機能付感知器
を設置する方式があります。

・ト9·
●電池式の感知器は、電源の配線工事が不要です。
●感知器同士が無線通信を行うものは、感知器間の配線工事が不要です。
●感知器自体が警報音を発するため、音響装置の設置が不要です。
●全ての感知器が連動して蓄報音を発する場合、受信機の設置が不要です。
●受信機や中継器を設置せず、感知器のみの場合、工事には消防設備士の資格が不要で、

工事に着手する前の届出も不要です。（設置工事完了後の届出は必要です。）

一恥·
●電波環境等によっては、感知器同士の無綿通信ができず、無線式の連動型警報機能付

感知器を設匿する方式を利用できない場合があります。
●建物階数等によって設置できない場合もあります。
●連動型住宅用火災警報器は 感知性能等が異なりますので、特定小規模施設用自動火災

報知設備として使用することはできません。
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